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コロナ禍への監視国家中国と国民の対応：

功利主義を超えて

I. コロナ禍に対する「監視と隔

離」と功利主義

筆者は、高口康太との共著『幸福な監

視国家』の中で、ビッグデータを用いて

市民に利便性と経済的利益を与える一方

で、その情報を使って社会の安定や治安

の向上を図ろうとする中国の統治体制

を、パターナリズムと功利主義とが結び

ついた「幸福な監視国家」であると評価

した（梶谷＝高口、 2019)。その状況は

2020年のコロナ禍中国政府・社会のコロ

ナ対策の取り組みにおいて一層明確にな

ったように思われる。

中国政府による新型肺炎への感染対策

では、政府による人びとの生活へのパタ

ーナリスティックな介入が全面的に展開

された、といってよい。具体的には武漢

市の封鎮、隔離病院の急ピッチの建設、

全国からの医療スタッフの動員、マスク

生産の強化、そして、接触情報を含むス

マホにより集められる個人情報を利用し

た徹底的な検疫隔離の実施である（浦

上、 2020)。これらの対策は、たとえ中

国社会であっても従来ならば抵抗が大き

すぎて実施できない。しかし、感染の防

止には最善であることは明らかである。

功利主義に従った意思決定は「監視技

術」を駆使した感染者の特定化・隔離に

も効果を発揮している。今回のコロナ禍

梶谷懐 (KAJITANI Kai) 

で、中国ではこれまでの技術の延長線上

に開発された「健康コード」が用いられ

た。これはアリペイやウィーチャット・

ペイなど大手IT企業が提供するアプリか

ら収集されるスマホの位置情報データ、

公共交通機関の移動記録、そして個人の

健康情報などを組み合わせることで、一

人ひとりの感染リスクを色で示すもの

だ。感染した可能性がある場合、その程

度によって健康コードが黄色や赤にな

り、レストランなど多くの施設の利用が

できなくなる。こういった徹底した個人

情報の管理による防疫体制が進んでいる

ことは、すでに日本でも広く知られてい

るところである。

II. コロナ禍があぶりだす中国の

言論状況：人民戦争か、市民

的公共性か

「市民」対「人民」？

こういう状況を背景として、コロナ禍

にみまわれた中国社会の中で浮かび上が

ってきたのは、いわば「市民」概念と

「人民」概念の対立の先鋭化である。

新型肺炎の流行は、当初「市民」によ

る政府批判に勢いを与えるものであるか

と思われた。 2020年1月20日、中国政府

が初めて人から人への感染を認めると、

当初の感染拡大期における地元政府の情
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報隠ぺいへの不満が高まり、抑えつけら

れていた政府批判の声がインターネット

やSNSで盛んに繰り広げられた。

さらに2019年12月の段階でSARSに似た

肺炎が広がりつつあることをSNSで訴え

ていた武漢市中心医院の眼科医・李文亮

は、「デマを流した」として当局に処罰

された後、自身も肺炎にかかり 2月7日

に亡くなった。また感染が蔓延する武漢

市の窮状を、インターネットを通じ世界

に配信していた市民ジャーナリストの陳
ほうひん

秋実と方斌は、 2月に拘束され、その

後、消息不明となった（陳はその後、

「政府の監視下に置かれている」と報道
ちょっ

された）。このような事態を受けて、張
せんぱん きょしょうじゅん

千帆や許章潤など著名な大学教授や人

権弁護士が名を連ね、「人民の知る権利

の剥奪」が肺炎の蔓延を招いたとして、

自由な言論の実現を求める書簡を李克強

首相らに宛てて公開し、多数の賛同者を

集めた（注 1)。

しかし、上記のような政府によるパタ

ーナリスティックな感染対策が功を奏す

るようになると、そのような「市民」に

よる政府批判の声はしぼんでいく。それ

に代わって前面に出てきたのが、「監

視、隔離、動員」を核とする一連のコロ

ナ対策を政府が「人民戦争」として位置

づけ、それを左派の知識人が礼賛すると

いう構図である。

ここでは、武漢の封鎖が解かれて間も

ないころに発表された、新左派の代表的
おうき

な知識人である注暉による、今年の4月

22日にレーニン生誕150周年を記念して

書かれたエッセイを紹介したい（江、

2020)。同論考の中で注は、習政権の官
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民挙げてのコロナ対策を毛沢東の「人民

戦争」になぞらえ、「（毛沢東の）人民戦

争によって、近代政党の代表性関係は根

本的に変容した。農民を主体とした労働

者・農民同盟を政治的外被とする主体と

しての人民の誕生が、あらゆる形態の政

治（辺区政府、政党、農民組合・労働組

合など）の生成・変容に寄与した」と評

価する。

いうまでもなく、毛沢東の「人民戦

争」とは、農民と労働者を主体とした大

衆動員型の反帝国主義戦争のスタイルを

指す。それはまた、まずブルジョワジ一

が市民革命を起こし、そこで生じる資本

主義社会の矛盾に立ち上がった都市労働

者が社会主義革命を起こす、という当時

支配的であったマルクス主義の革命理論

に対するアンチテーゼとして唱えられた

ものである。

注によれば、「新型ウイルスとの闘い

において、中国共産党は、この伝統を賢

明にも利用し、伝染病との闘いを『人民

戦争かつ総力戦かつ防御戦』だと総括し

た」。「21世紀に共産党は再び人民戦争モ

デルに頼り、上下の連携と水平的な支援

による新しいタイプの社会動員を形成し

た」。一方、「西側諸国における多くの論

者は、中国の対応を中央集権的な体制に

起因するものとみなし、国家総動員体制

の下での『人民戦争』の力を認めず、人

民戦争と総力戦との複雑な関係を区別し

ていない」。

すなわち、江による人民戦争のナラテ

ィブは、中国の人権問題を声高に批判し

てきたにもかかわらず、感染抑制に失敗

し、多数の命を救えなかった西側諸国の



「矛盾」を椰楡するレトリックに満ちた

ものであった。

また、従前より注の言論活動を高く評

価してきた羽根次郎も、 i王のロジックを

そっくりそのままコピーしたような論調

で、習政権のコロナ対策を「人民戦争」

による感染症克服の記憶に支えられた

「科学の勝利」であり、「クラスター対

策」という「占い」に頼った日本政府の

姿勢に優越するとして手放しの賛辞を送

っている。彼によれば、「『市民』を探す

ことに躍起になってきた日本の近代の系

譜においては、（中略）『科学』を自覚し

ない『高リスク』な人間を動員すること

はできない」（羽根2020: 37 "-'38頁）の

だという。

コロナ禍であらわになる周辺労働者の

存在

それでは、コロナ禍後の世界の混乱は

注や羽根による、このような「人民戦

争」のナラティブの正しさを証明したの

だろうか？もちろん、そんなことはな

い。彼らの議論、特に「人民」という用

語の用い方には、恐らくは意図的な誤
びゅう

謬が含まれているからである。

毛沢東が「人民戦争」という概念を提

起した時、その当否はさておき、「人民

＝ピープル」という言葉に、資本主義的

な階級対立を乗り越えようとする意図が

込められていたことは疑いない。そこで

想定されていたのは、少なくとも理念の

うえでは「資本制のもとでのピープル、

その枠組み自体にとって転覆的な意味を

はらむピープル、あるいは政治的なピー

プル」（酒井、 2019) としての「人民」

であっただろう（注 2)。

しかし、今回の習近平政権が「人民戦

争」の名のもとに徹底したコロナ対策

は、果たして、そのような資本制の矛盾

自体に向き合い、その枠組み自体にとっ

て転覆的な意味をはらむようなものであ

っただろうか。

その答えは、コロナ後の供給ショック

によって顕在化した失業問題への中国政

府の対応を見れば明らかである。 2020

年、コロナ禍の全世界への感染の広がり

を受けて、日本や米国を含む世界の主要

国は相次いで市民の生活を支える現金給

付や休業を余儀なくされた企業や店舗へ

の補償をこれまでにない規模で行なっ

た。

一方で中国政府は、現金給付を含む財

政支出を通じた市民や業者への直接補償

をほとんど行なっていない。それに代わ

って政府が重視するのが、 5Gなど高速通

信網の整備、さらにはデータセンターや

AI、スマートファクトリーなどのイノベ

ーションが著しい分野を中心とした、い

わゆる「新インフラ建設（新基建）」へ

の投資である。これは、資源の効率性を

重視し、需要面よりも供給面のショック

への対応を優先させる主流派の、あえて

いうなら「新自由主義的な」経済学者の

考え方に沿った対応だといえる（注 3)。

しかし、このような中国の対策は、資

源配分の効率性を重視するあまり、零細

な事業者や不安定な雇用環境に置かれて

いる労働者への救済を欠いたものであ

り、その「自助」に過度に依存したもの

だ、という批判を免れないだろう。

2020年2月の都市調査失業率の数字は
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6. 2％と統計が公表されるようになって

最高の数値を記録したが、現実の失業を

めぐる状況は、この数字をはるかに超え

る深刻なものであったことが確実視され

ている（注 4)。サービス業を中心に、

需要ショックに見舞われた民間企業は、

政府からの援助を受けられない中で、高

い技能をもたない、周辺的な労働者の雇

用を減らすことで危機をしのいだ。中国

社会における労働市場の流動性の著しい

高さが、コロナ禍による失業問題の深刻

さを覆い隠したのである。

中国の労働問題に詳しい石井知章によ

れば、コロナ化による労働市場の需給の

矛盾が広がるなか、「業務の爆発的拡大

によって労働力不足に悩む企業の問題を

解決すべく、『従業員シェアリング』モ

デルが生み出され、異業種間で直面する

労働力の需給ギャップを一時的に解決す

る有効な手立てとなった」（石井、

2020)。これは、製造業やIT系の大企業

が、一時休業している飲食店、ホテル、

大型スーパーなどの従業員を一時的に雇

用するものであり、財政による休業補償

が得られないなか、労働者の生活を一定

期間支えた。

そもそも、中国の都市部における製造

業・サービス業における非熟練労働は農

民［という周辺的かつ不安定な存在によ

って支えられてきたことは周知の事実で

ある。これに、シェアリングエコノミー

の普及に伴うギグ・エコノミーの広がり

を付け加えてもよいだろう。このような

周辺的労働者に支えられた労働市場の流

動性の高さが、失業問題がもたらす社会

不安のバッファーとなりうることは、共
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産党指導部にもよく理解されている。 20

年5月、李克強首相が山東省煙台を訪れ

た際に「露店経済」すなわちインフォー

マル・セクターを称賛し、失われた雇用

を吸収することに期待する発言を行なっ

たのはその典型である。

このように労働市場のさらなる流動化

を通じて、都市封鎖に伴う雇用危機を中

国社会は何とか乗り越えることができ

た。しかし、それが農民工をはじめとし

た資本主義の周辺にある存在に負担を押

し付ける形で実現されたことは明らかで

ある。そういった構図を全く触れないで

感染症への対策だけで人民戦争のロジッ

クを用いる習政権、および江、羽根らの
ぎまん

欺職性は明らかであろう。

普遍的リベラリズムの困難性

一方で、中国社会において「市民」の

自律性を主張する、いわゆるリベラル派

の思想も、中国社会がコロナ禍に見舞わ

れる以前から大きな困難に直面してい

る。ここでは中国を代表するリベラル派

知識人の許紀謀による著書『普遍的価値

を求める』を紹介したい（許、 2020)。

同書で許は、カントやロールズの思想を

ベースにした普遍的リベラリズムの立場

を堅持しつつ、それを中国で実践するや

り方としては儒教をベースにした「新天

下主義」という概念を提唱している。こ

れは、伝統的な中国社会に現存する思想

・理念を利用する形で西洋中心主義とは

異なる普遍主義を追求していくという著

者の姿勢を示したものである。
きょうあい

一方で、それが狭陰なナショナリズム

に陥ることの危険性も本書では繰り返し



強調されている。すなわち、「新天下主

義は、伝統的な天下主義と国民国家の二

重の克服でもある。一方で、伝統的な天

下主義の中心観を超克しながら、その普

遍主義は維持する。他方で、国民国家の

主権の平等という原則を取り入れはする

が、その国民国家の利益を至上とする狭

隣な立場は克服」（許、 2020: 61頁）し

よう、というわけである。

このような許の言説が日本での読者に

紹介されたことを受け、それに対する反
-やすのぶくに

応が相次いだ。まず、子安宣邦は、「『脱

帝国化した帝国の復活』と、いっている

ように『新天下主義』は『天下主義』で

あるかぎり、『帝国』の再語りとなるこ

とを免れないのではないか」（子安、

2020) と述べている。

さらに岩田昌征は「英米が『人類の普

遍的な文明に背を向け』なくて済んだ客

観的条件、資本主義的近代化・文明化の

助走期と跳躍期に英米が有していたが、

後発資本主義国の独日に欠けていた客観

条件が許氏の念頭に全くない」（岩田、

2020) と述べている。

要するに、許の「普遍的なるもの」を

擁護する言説について、子安は後発資本

主義国としての中国の国情に配慮するあ

まりその姿勢が不十分であることを批判

し、岩田は後発資本主義国による「普遍

性からの逸脱」を糾弾する英米的価値観

の欺晰性を継承している、という、いわ

ば正反対の立場から批判を行なっている

ことになる。このことは、後発資本主義

国として、ますます功利主義を前面に押

し出した統治を行なう現在の中国におい

て、普遍主義にもとづいたリベラリズム

あるいは役割ということを強調すること

の困難性を端的に示しているといえよ

う。この困難性は、岩田が正当にも批判

しているように、リベラリストたちが重

視する「普遍性」が「経済」というファ

クターを回避したものであるために、資

本主義的な発展に伴う不平等の拡大とい

う、近代社会に関するもう一つの普遍的

な問いについての十分な展望を見出せな

いことから生じたものである。

Ill. 功利主義的監視社会を超えて

-「承認論」の観点から一

功利主義と承認論

さて、前節で見たように、コロナ禍は

功利主義的な監視社会化を一層加速させ

た。一方で、新自由主義的な労働市場に

おける格差は進行している。欧米の普遍

主義からの批判を文化相対主義の立場か

ら否定してきた新左派は、それを「人民

戦争」というロジックで賛美することに

より、経済的な不平等というもう一つの

普遍的な問題に目を背けている。一方の

普遍主義的リベラリズムの側は、中国が

まい進するテクノロジーによる経済的豊

かさと安心の追求、という現状の前に有

効な批判を行えないままでいる。

これらはいずれも、中国で進行しつつ

あるテクノロジーを通じた功利主義の追

求が生み出した思想的な難局だといえ

る。したがって、現状の中国社会、およ

び、その統治のあり方を良しとせず、普

遍主義的なリベラリズムの立場からそれ

を批判しようとするなら、まず前者のベ

ースとなっている功利主義を乗り越える
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方策を考えるしかない。別稿で筆者は、

功利主義を乗り越えるための一つのヒン

トを与える思想として、プラグマティズ

ムに注目すべきことを述べたが（梶谷、

2020)、ここでは、プラグマティズムと

も深い関連性をもつ思想として、ヘーゲ

ルの「承認論」に注目しておきたい。

ここでいう「承認」は、個人間の立場

の違う人たちの間における相互承認とい

うことでとらえるだけではなく、個人が

どういう社会の制度に対してどのような

態度をとるのか、すなわち個人が、それ

ぞれの社会の制度を受け入れるのか、そ

れとも変化を求めるのかといったところ

にも関わってくる概念である。

というのも、承認は、近代社会の社会

的諸制度がそれなしでは成立しないよう

な原理であり、「個人は、自分自身や他

者からの承認要求に反応して、制度を受

容したり変えたりするようになる」（ヘ

ルマン・ピラート＝ボルディレフ、

2017 : 91頁）からである。

なぜ、このような承認論が功利主義を

乗り越えるうえで重要になるのか。それ

は、承認論が一見「動物」的に見える人

間の欲求や行動も、実は人びとの相互承

認によって形作られる社会的な「制度」

によって大きな影響を受けている、とい

う立場に立つからである。

経済学者のヘルマン・ピラートと哲学

者ボルディレフによれば、人間の自然な

欲望や欲求を実現するといった行為も、

実は人びとの相互承認および、そこから

作り上げられている社会的な制度の中で

実現するものにほかならない。すなわ

ち、「自然な欲望は共同の人倫的生活の
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複雑な制度的体系の中で媒介され、それ

自身を実現する」（前掲書：89頁）のであ

り、「われわれがルールに従うのは、イ

ンセンティブに反応するからではなく、

むしろインセンティブを制度の一部とし

て承認する」からである（同94頁）。こ

のようにして彼らは制度遵守の根拠づけ

をインセンティブとサンクションにのみ

求める主流派経済学のアプローチを乗り

超え、後述するような具体的な普遍性の

追求と両立する形で行なったのである。

上記のような承認論の基本的な考え方

は、中国のような必ずしも価値観を共有

するわけではない国家の台頭にどう向き

合っていくか、という課題についても、

大きな示唆を与えるだろう。

例えば、コロナ感染症について中国政

府が見せた徹底的な抑え込み政策は、単

に独裁的な政権が一方的に人びとに押し

付けたものではなく、人びとの相互承認

および、それをベースに形成された社会

的な制度の中で実現したものにほかなら

ない。このことは、いくらその「有効

性」が明らかになったとしても、中国と

同じような「監視と隔離」をベースにし

た対策を欧米諸国もしくは日本でも採用

すべし、という声が一向に出てこないこ

とからも明らかである。すなわち、現実

のコロナ対策は医学的な「正しさ」や功

利主義的な「最大多数の最大幸福」だけ

で決まるのではなく、その対策が社会的

に承認されるか、そうでないかというこ

とが決定的に重要なのだ。そのことを踏

まえてこそ、異なる文化的背景をもつ社

会同士における、建設的な対話が可能に

なるだろう。



先験的な制度尊重主義を超えて

同じような認識は、アマルティア・セ

ンの著作『正義のアイデア』においても

述べられている（セン、 2011)。センに

よれば、ある社会が「正義」を実現して

いく際の基本的な姿勢として、以下の二

つのものがあるという。

一つは具体的には、カントやロールズ

などの思想を念頭においた「先験的制度

尊重主義」であり、「合理性」や「正

義」といった普遍主義的な価値を先験的

に定義し、そこから導かれたベンチマー

クに合致するかどうかということによっ

て、その社会のあり方を評価していく姿

勢を指す。それに対してセンは、「正

義を実現するためのより現実的な方法

として「実現ベースの比較」というオル

タナティブな態度を提唱している。これ

は社会制度および人びとの行動変化につ

いて、現状との相対的な比較を行い、そ

れらが改善に向かっているかどうかに注

目するものである。その際、その社会が

いかにベンチマークから離れているよう

に見えたとしても、具体的な不正義が取

り除かれるなど、より良き状態に向かっ

ているならば、そのことを評価するべき

だということになる。

上記の「先験的制度尊重主義」の立場

からすれば、中国のような現実に深刻な

人権侵害が起きている、すなわち、ある

べきベンチマークからかけ離れた国家

は、そもそも「相互承認」の対象とする

べきではない、ということになるだろう。

例えば『現代中国』に掲載された鈴木

賢による『幸福な監視国家・中国』への

批判も、典型的な「先験的制度尊重主

義」の思考に依拠したものだ、というの

が筆者の理解である（鈴木、 2020)。鈴

木は、同書における市民的公共性による

監視テクノロジーの制御の必要性や、新

彊ウイグル自治区の強制収容所の非道性

についての指摘について一定の評価を与

えつつも、最終的に「独裁政権による徹

底的な監視国家推進にお墨付きをあたえ

る」ものだという一方的な決めつけを行

なっている。この批判は、鈴木が中国の

ようなベンチマークとは異なる体制を

「承認しない」ことを最優先にしてい

る、すなわち「先験的制度尊重主義」の

立場にコミットしている、と解釈しなけ

れば理解不能である。鈴木によれば、中

国と西側諸国が共通の課題に直面してお

り、その課題について対話と相互承認を

行うことが可能である、と強調すること

と、中国で現実に生じている不正義を批

判することは両立しない、ということに

なるらしい。しかし筆者は、それらは両

立するだけではなく、そもそも相互承認

がないところにめざすべき普遍的な規範

は生まれようがない、と考えている。

なぜなら、価値観の異なる社会と共存

していくうえで必要とされるのは、その

社会ベンチマークから外れているという

理由で否定するのではなく、必要とされ

ている道徳的反省を通じて、普遍性の観

念を練り直すことであるはずだからだ。

すなわち、ヘルマン・ピラートらの言葉

を借りるならば、（ヘルマン・ピラート

＝ボルディレフ、 2017: 220頁）、『人間

本性』や『完全義務』『完全な制度』な

どの抽象的な普遍性から、制度的な埋め
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込みや歴史的な変化を踏まえた「真の」

具体的な普遍性へと議論の重点を移して

いくべきなのである。

言い換えれば、「普遍性」の概念を、

人びとのインタラクションと相互承認に

よって絶えず変化しうるものとしてとら

え直す姿勢が必要とされているといえよ

う。そのような制度や歴史の変化を踏ま

えた具体的な普遍性の追求には、前節で

述べた、資本主義的発展により生じた周

辺労働者の問題をどのように取り組むべ

きか、という課題も当然に含まれなけれ

ばならない。

これは、中国の存在に影響を受ける日

本に住む私たちにとっても差し迫った課

題であるといえる。中国のような異質な

統治原理を保持しつつ、経済的に台頭す

るだけではなく感染症対策において目立

った成果を上げているような国家に対し

てどう対峙していくのか。いかにして先

験的な批判を避けつつ、人権侵害など現

実に生じている個別の不正義を改善させ

るように働きかけていくのか。その課題

に取り組むうえでも、上記のような道徳

的反省による普遍性の観念の練り直しを

粘り強く行なっていく姿勢が必要となる

だろう。

注

1. 公開書簡の文面については、以下の報道を参照。

「言論自由櫂従今天開始一致全國人民代表大會

及其常務委員會的公開信」『立場新聞』 2020年2月
8日、 https://bit.ly/36Lu5MF。

2. 酒井隆史によれば、ブルジョアジーと労働者のあ

いだの決裂があらわになった1848年こそ、「世俗

化された神学の観念」としての「ピープル」の政

治的意義が示された分水嶺である。なぜなら、そ

こで初めて「その理念上ではピープルに主権を与

えるということ」と、「実態上では支配や搾取・

収奪にピープルがさらされているということ」と
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の亀裂が顕在化したからである。

3. 日本における、主流派経済学者のコロナ対策への

提言については、「【経済学者による緊急提言】新

型コロナウイルス対策をどのように進めるか？

一株価対策、生活支援の給付．融資、社会のオン

ライン化による感染抑止ー」（『東京財団研究所ウ

ェブサイト』、 https://www. tkf d. or. jp/resear 
ch/detai I. php?id=3361) を参照。

4. 3月期の都市における失業者数は7~8000万人、失

業率にすると約20％に達していた。また、その70%

以上は最もセーフティネットが脆弱な農民工であ

るという（リサーチ＆アドバイザリ一部中国調査

室「国際比較の視点から中国の都市調査失業率を

解析～中国の雇用状況の実態をつかむ」『MlTFGバ

ンク（中国）経済週報』第458期、 2020年6月25日）。
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